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長野県がん対策推進条例（案）要綱 

 

（前 文） 

県民が、健やかに暮らし、はつらつと元気に働き、地域において、互いが助け合いな

がら人と人との絆を温め続ける本県は、県民が一丸となった健康への取組と、保健及び

医療に関係する者を先頭に、生活習慣病の予防に関する高い意識ときめ細かな実践によ

り、全国有数の健康長寿県を構築してきた。 

しかしながら、がんは県民の疾病による死亡の最大の原因であり、県民の生命及び健

康にとって重大な問題となっている。 

このことを踏まえ、がん患者及びその家族そして全ての県民が、がんと向き合い、互

いに支え合い、連携しながら生き抜くために、がんの予防、早期発見及び早期治療の徹

底と、「いつでも」「どこでも」「等しく」適切ながん医療を受けられる体制を整える

とともに、がん患者の療養生活の質の維持向上を図り、県民総ぐるみの取組のもと、が

んを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会の実現を目指すために、この

条例を制定する。 

 

１ 目 的  

 この条例は、がん対策に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民、医療、保健、福

祉、教育に関係する者等の役割等を明らかにするとともに、がん対策に関する施策の基

本的事項を定め、総合的に推進することにより、がんの予防並びに早期発見及び早期治

療とがんに罹

り

患しても安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図り、もって健康

長寿県の確立に寄与することを目的とする。 

 

２ 基本理念 

がん対策は、県、市町村及び県民並びに医療、保健、福祉、教育に関係する者及び事

業者（以下「関係者等」という。）が連携協力するとともに、次に掲げる事項を基本と

して行われなければならない。  

（１）科学的知見に基づき、がんの予防、早期発見及び早期治療並びにがんに係る医療

（以下「がん医療」という。）の提供に取り組むこと。 



2 

 

（２）がん患者がその居住する地域にかかわらず、本人の意向が十分尊重された適切な

医療を受けることができるようにすること。 

（３）がん患者及びその家族（以下「がん患者等」という。）の負担（身体的、精神的な

苦痛又は生活上の不安その他のがんに伴う負担をいう。以下同じ。）の軽減並びに

がん患者の療養生活の質の維持向上が図られるようにすること。 

（４）がん患者等が社会とのつながりを失うことがないよう、がん患者等に対する支援

の充実が図られるようにすること。 

（５）がん患者等が置かれている状況を理解し、がん患者等の負担に対し、十分に配慮

するよう努めること。 

 

３ 県の責務 

① 県は、２の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国との連携を図り   

つつ、本県の特性に応じたがん対策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

② 県は、前項の規定によるがん対策の実施に当たっては、がんに関する県民の意識を  

高め、その理解と関心を深めるため、がん対策に関する適切な情報を提供するととも

に、県民と一体となった取組を推進しなければならない。 

 

４ 市町村との連携協力 

県は、基本理念にのっとり、市町村が実施するがんの早期発見及び早期治療の推進等

がん対策に関する施策の実施に当たり、市町村と連携協力するよう努めなければならな

い。 

 

５ 県民の役割 

① 県民は、喫煙、食生活、運動、飲酒その他の生活習慣及び生活環境並びにウイルス

の感染が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に努めると

ともに、がん検診の受診による早期発見及び早期治療に努めるものとする。 

② 県民は、県及び市町村が行うがん対策に関する取組に積極的に参加するよう努める

ものとする。 
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６ 医療に関係する者の役割 

① 医療に関係する者は、基本理念にのっとり、がん医療に関する技能の向上を図り、

良質かつ適切ながん医療を行うよう努めるとともに、がんに関する教育、啓発及び知

識の普及に寄与するよう努めるものとする。 

② 医療に関係する者は、良質かつ適切ながん医療を提供するため、自らの診療体制及

び地域の実情に応じて、相互に連携協力する医療体制の構築に努めるものとする。 

③ 医療に関係する者は、県及び市町村が行うがん対策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

７ 保健に関係する者の役割 

① 保健に関係する者は、基本理念にのっとり、がんの予防、早期発見及び早期治療を

推進するため、がんに関する教育、啓発及び知識の普及に寄与するよう努めるものと

する。 

② 保健に関係する者は、県及び市町村が行うがん対策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

８ 福祉に関係する者の役割 

① 福祉に関係する者は、基本理念にのっとり、良質かつ適切な福祉サービスを提供す

るよう努めるものとする。 

② 福祉に関係する者は、県及び市町村が行うがん対策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

９ 教育に関係する者の役割 

① 教育に関係する者は、基本理念にのっとり、児童及び生徒ががんに関する正しい知

識と健康な生活習慣を身につけられるよう、がんに関する教育の推進に努めるものと

する。 

② 教育に関係する者は、県及び市町村が行うがん対策に協力するよう努めるものとす

る。 
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10 事業者の役割 

① 事業者は、基本理念にのっとり、がんの予防、早期発見及び早期治療を推進するた

め、県内の事業所で雇用する従業員に対するがんに関する啓発及び知識の普及に努め

るものとする。 

②  事業者は、県内の事業所で雇用する従業員又はその家族ががんと診断された場合に

おいても、当該従業員が就労を継続できる環境の整備に努めるものとする。 

③ 事業者は、県及び市町村が行うがん対策に協力するよう努めるものとする 

 

11 がんの予防の推進 

県は、市町村及び関係者等と連携協力し、がんの予防の推進に資するよう、喫煙、食

生活、運動、飲酒その他の生活習慣及び生活環境並びにウイルスの感染が健康に及ぼす

影響に関する啓発及び知識の普及その他がんの予防のために必要な施策を講ずるものと

する。 

 

12 受動喫煙防止の推進 

①  県は、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わ

されることをいう。次項において同じ。）の防止に資するよう、自らが管理し、

多数の者が利用する施設における禁煙又は分煙に必要な措置を講ずるものとする。 

② 県は、市町村が自ら管理し、多数の者が利用する施設における受動喫煙を防止する

ために必要な措置に対して、市町村と連携協力するよう努めなければならない。 

 

13 がんの早期発見及び早期治療の推進 

  県は、市町村及び関係者等と連携協力し、がんの早期発見及び早期治療に資するよう、

がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療に関係する者の育成その他のがん検

診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に

資するよう、がん検診に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
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14 がんの教育の推進 

   県は、市町村及び関係者等と連携協力し、児童及び生徒ががんに関する正しい知識と

健康な生活習慣を身につけるための教育が行われるよう、教育に関係する者等に対する

研修の機会の確保その他のがんに関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。 

 

15 がん医療の充実 

県は、国、医療に関係する者と連携協力し、がん患者がその居住する地域にかかわら

ず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、がん医療

を充実させるための施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。 

（１）手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を

有する医師その他の医療に関係する者の育成及び確保に関すること。 

（２）専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備に関すること。 

（３）専門的ながん医療の提供等を行う医療機関とその他のがん医療の提供等を行う医

療機関等の連携協力体制の整備に関すること。 

（４）居宅においてがん患者に対し医療を提供するための連携協力に関すること。 

（５）がん医療に関する情報の収集及び提供に関すること。 

（６）医療機関ががん患者のがんの罹

り

患、転帰その他の状況を把握し、分析するための

取組の推進に関すること。 

（７）骨髄移植の推進に関すること。 

（８）がん医療と歯科医療との連携協力に関すること。 

 

16 緩和ケアの推進 

県は、国、医療に関係する者と連携協力し、県民ががんと診断された時から、適切な

緩和ケア（がん患者の身体的、精神的な苦痛又は生活上の不安の軽減等を目的とする医

療、看護その他の行為をいう。）を受けられるための施策を講ずるものとする。 

 

17 小児がん対策の推進 

県は、市町村及び関係者等と連携協力し、小児がん対策の充実に資するよう、小児が

んに係る医療並びに小児がん患者の教育及び福祉を含めた総合的な支援の提供その他の
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必要な施策を講ずるものとする。 

 

18 がん患者等への支援 

① 県は、市町村及び関係者等と連携協力し、がん患者等の負担の軽減並びにがん患者

の療養生活の質の維持向上に資するよう、がん患者等への相談支援の充実強化のため

に必要な施策を講ずるものとする。 

②  県は、がん患者等が社会とのつながりを失わないよう、就労等を含めた生活上の支

援を推進するものとする。 

 

19 がん患者に関する情報の収集及び活用 

県は、市町村及び医療に関係する者等と連携協力し、がん医療の質の向上に資するよ

う、県内のがん患者のがんの罹

り

患、転帰その他の状況を把握し、統計の作成及び分析並

びに県民への情報提供を行い、効果的ながん対策に活用するものとする。 

 

20 がんと向き合う週間 

① 県民ががんに関する意識を高め、その理解と関心を深めることにより、がん対策の

一層の推進を図るため、がんと向き合う週間を設ける。 

② がんと向き合う週間は、10月15日から10月21日までとする。 

③ 県は、がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとす

る。 

 

21 財政上の措置 

県は、がん対策に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

附 則 

（この条例の施行期日について定める。） 


